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(57)【要約】
【課題】探触子を用いた超音波診断装置の操作を容易に
することを目的とする。
【解決手段】物体で反射し探触子１４で受信された超音
波に基づく受信信号を生成する受信部２０と、受信信号
に基づいて、探触子１４における物体が接触している接
触領域を検出する接触領域検出部３８と、接触領域が占
める範囲に基づいて超音波診断装置に指令を与える装置
制御部２８とを備える。例えば、装置制御部２８は、接
触領域の振動子配列方向における位置に基づいて超音波
診断装置に指令を与える。また、装置制御部２８は、接
触領域の振動子配列方向の長さに基づいて、超音波診断
装置に指令を与えてもよい。また、装置制御部２８は、
接触領域が複数ある場合に、隣接する接触領域の間の距
離に基づいて超音波診断装置に指令を与えてもよい。ま
た、装置制御部２８は、接触領域が占める範囲の時間変
化に基づいて超音波診断装置に指令を与えてもよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断装置において、
　物体で反射し探触子で受信された超音波に基づく受信信号を生成する受信部と、
　前記受信信号に基づいて、前記探触子における前記物体が接触している接触領域を検出
する接触領域検出部と、
　前記接触領域が占める範囲に基づいて前記超音波診断装置に指令を与える装置制御部と
、を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記探触子は、所定方向に配列された複数の振動子を備え、
　前記装置制御部は、
　前記接触領域の振動子配列方向における位置に基づいて、前記超音波診断装置に指令を
与えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記探触子は、所定方向に配列された複数の振動子を備え、
　前記装置制御部は、
　前記接触領域の振動子配列方向の長さに基づいて、前記超音波診断装置に指令を与える
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の超音波診断装置において、
　前記装置制御部は、
　前記接触領域の振動子配列方向における位置に基づいて、前記超音波診断装置に指令を
与えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記装置制御部は、
　前記接触領域が複数ある場合に、隣接する前記接触領域の間の距離に基づいて、前記超
音波診断装置に指令を与えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記装置制御部は、
　前記接触領域が占める範囲の時間変化に基づいて、前記超音波診断装置に指令を与える
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の超音波診断装置において、
　前記受信信号に基づいて前記探触子から見て前記物体が静止したか否かを判定する静止
判定部と、
　前記受信信号に基づいて前記物体が前記探触子から離れたか否かを判定する接触判定部
と、を備え、
　前記装置制御部は、
　前記静止判定部によって前記探触子から見て前記物体が静止したことが検出された後所
定時間内に、前記接触判定部によって前記物体が前記探触子から離れたことが検出された
場合に、これらの検出に対応した指令を前記超音波診断装置に与えることを特徴とする超
音波診断装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、探触子に物体が接触している状態に応じて超
音波診断装置に指令を与える技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体を観測する装置として超音波診断装置が広く用いられている。超音波診断装置は
、超音波の送受信によって被検体の断層画像を生成し、モニタに表示する。超音波診断装
置では、探触子が被検体の適切な部位に接触することで、被検体の関心部位に対して超音
波が送受信され、関心部位の断層画像が表示される。
【０００３】
　ユーザが超音波診断装置に指令を与え、超音波診断装置に指令を実行させるため、超音
波診断装置には、キーボード、スイッチ、マウス、トラックボール等の入力デバイスが設
けられている。ユーザは、モニタに表示された画像を参照しながら、被検体の適切な位置
に適切な姿勢で探触子を接触させ、入力デバイスを操作して超音波診断装置に指令を与え
る。
【０００４】
　モニタを参照しながら探触子の位置決定をし、さらには入力デバイスを操作するという
作業に際しては、入力デバイスの操作中に手ぶれ等によって探触子を動かさないことに注
意が払われる。このような作業の負担を軽減するため、特許文献１～５に示されているよ
うに、探触子を入力デバイスとして用いることが考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２７９０９６号公報
【特許文献２】特開平９－２３８９４４号公報
【特許文献３】特開２００８－２９５８５９号公報
【特許文献４】国際公開パンフレット２０１４－１１２２４２号公報
【特許文献５】特開２０１６－２２２７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　探触子を入力デバイスとして用いる場合、被検体への接触、被検体上での移動、被検体
からの離脱等の探触子の動きに対して指令が対応付けられる。特許文献１～３に記載され
ている超音波診断装置では、探触子にセンサが設けられ、このセンサによって探触子の動
きが検出される。しかし、このような構成では、探触子のハードウエアが複雑となるとい
う問題がある。そこで、特許文献４および５に記載されているように、受信された超音波
に基づくデータの変化に基づいて、探触子の動きを検出する超音波診断装置が考えられて
いる。
【０００７】
　一般に、探触子を入力デバイスとして用いる場合、探触子の多様な動きのそれぞれに対
して指令が対応付けられることで、超音波診断装置の使い易さが向上する。しかし、特許
文献４および５に記載されている超音波診断装置では、探触子を被検体に接触させた状態
で探触子を動かす必要がある。そのため、探触子が接触する部位が軟らかすぎる等、被検
体の部位によっては探触子の動きによる超音波診断装置の操作が困難となる場合がある。
【０００８】
　本発明は、探触子を用いた超音波診断装置の操作を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、超音波診断装置において、物体で反射し探触子で受信された超音波に基づく
受信信号を生成する受信部と、前記受信信号に基づいて、前記探触子における前記物体が
接触している接触領域を検出する接触領域検出部と、前記接触領域が占める範囲に基づい
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て前記超音波診断装置に指令を与える装置制御部と、を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明において、探触子に接触する物体は、例えば、ユーザの指、超音波を反射する材
料で形成された操作用の道具（ツール）である。本発明によれば、探触子に物体を接触さ
せることによって、超音波診断装置を操作することができる。
【００１１】
　望ましくは、前記探触子は、所定方向に配列された複数の振動子を備え、前記装置制御
部は、前記接触領域の振動子配列方向における位置に基づいて、前記超音波診断装置に指
令を与える。
【００１２】
　本発明では、複数の振動子が所定方向に配列されている。そのため、複数の振動子にお
ける超音波の送受信によって接触領域の位置を求め、その位置に基づいて超音波診断装置
に指令を与えることができる。
【００１３】
　望ましくは、前記探触子は、所定方向に配列された複数の振動子を備え、前記装置制御
部は、前記接触領域の振動子配列方向の長さに基づいて、前記超音波診断装置に指令を与
える。
【００１４】
　本発明では、複数の振動子が所定方向に配列されている。そのため、複数の振動子にお
ける超音波の送受信によって接触領域の振動子配列方向の長さを求め、その長さに基づい
て超音波診断装置に指令を与えることができる。
【００１５】
　望ましくは、前記装置制御部は、前記接触領域の振動子配列方向における位置に基づい
て、前記超音波診断装置に指令を与える。
【００１６】
　本発明では、複数の振動子が所定方向に配列されている。そのため、複数の振動子にお
ける超音波の送受信によって接触領域の位置を求め、その位置に基づいて超音波診断装置
に指令を与えることができる。
【００１７】
　望ましくは、前記装置制御部は、前記接触領域が複数ある場合に、隣接する前記接触領
域の間の距離に基づいて、前記超音波診断装置に指令を与える。
【００１８】
　本発明によれば、例えば、探触子に複数の物体を接触させ、物体間の距離を変化させる
ことによって、超音波診断装置を操作することができる。
【００１９】
　望ましくは、前記装置制御部は、前記接触領域が占める範囲の時間変化に基づいて、前
記超音波診断装置に指令を与える。
【００２０】
　本発明によれば、探触子に接触させた物体の位置の時間変化、あるいは、物体が探触子
に接触する面積の時間変化に基づいて、超音波診断装置に指令を与えることができる。
【００２１】
　望ましくは、前記受信信号に基づいて前記探触子から見て前記物体が静止したか否かを
判定する静止判定部と、前記受信信号に基づいて前記物体が前記探触子から離れたか否か
を判定する接触判定部と、を備え、前記装置制御部は、前記静止判定部によって前記探触
子から見て前記物体が静止したことが検出された後所定時間内に、前記接触判定部によっ
て前記物体が前記探触子から離れたことが検出された場合に、これらの検出に対応した指
令を前記超音波診断装置に与える。
【００２２】
　このように物体の静止、探触子からの物体の離脱という２つの条件によって超音波診断
装置に指令が与えられることで、ユーザの意図に反した指令が超音波診断装置に与えられ
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ることが回避される。これによって、超音波診断装置に対する操作が確実となる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、探触子を用いた超音波診断装置の操作を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】超音波診断装置の構成を示す図である。
【図２】各受信ビームラインについての受信強度を示す図である。
【図３】探触子の接触面にユーザの指が接触した状態、および、ｘ軸と受信強度Ｒとを対
応付けた受信強度分布を示す図である。
【図４】ユーザの指が探触子の接触面を押下する様子を示す図である。
【図５】中点位置座標の時間プロファイルを概念的に示す図である。
【図６】ユーザの指が、探触子の接触面に接触しながら移動する様子を示す図である。
【図７】ユーザの指が、探触子の接触面に接触しながらｘ軸正方向かつｚ軸方向に移動す
る様子、およびそのときの操作軌跡を示す図である。
【図８】ユーザの指が、探触子の接触面を押下する力を弱めながらｘ軸正方向に移動する
様子、およびそのときの操作軌跡を示す図である。
【図９】探触子の接触面上の指の動きを説明する図である。
【図１０】ソフトフリーズオン状態において表示部に表示される画像の例を示す図である
。
【図１１】ボディマーク表示領域に表示される乳房部のボディマークの例を示す図である
。
【図１２】基準フレームデータを概念的に白黒画像で示した図である。
【図１３】探触子の接触面に対する指のスライド操作を示す図である。
【図１４】超音波診断装置の構成を示す図である。
【図１５】２本の指を探触子の接触面上で動かす様子を示す図である。
【図１６】各受信ラインデータと基準ラインデータとの相関値に基づいて接触範囲を求め
る処理を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
（１）超音波診断装置の構成および基本的な動作
　図１には超音波診断装置の構成が示されている。超音波診断装置は、送受信制御部１０
、送信部１２、探触子１４、受信部２０、整相加算部２２、超音波画像生成部２４、ディ
ジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）２６、装置制御部２８、操作検出部３０、表示部３
２、シネメモリ３４、記憶部３６および操作部５２を備える。これらの構成要素のうち、
送受信制御部１０、整相加算部２２、超音波画像生成部２４、ＤＳＣ２６、装置制御部２
８、および操作検出部３０は、例えば、プロセッサ等の演算処理デバイスによって構成さ
れる。演算処理デバイスは、例えば、プログラムによって各構成要素が構成されるもので
あってもよい。
【００２６】
　超音波診断装置は、探触子１４によって被検体１８に対して超音波を送受信し、モニタ
としての表示部３２に断層画像を表示する。また、超音波診断装置が所定の動作状態にあ
るときは、探触子１４における受信超音波に基づく受信信号の変化に応じた指令が超音波
診断装置に与えられる。これによって、探触子１４の接触面（超音波が送受信される面）
に接触したユーザの指の動きに応じて超音波診断装置に指令が与えられる。なお、本願明
細書では、受信された超音波に基づき超音波診断装置内で伝送されるあらゆる信号または
データを受信信号と定義する。
【００２７】
　超音波診断装置の動作状態には、通常の状態、ソフトフリーズがオンの状態、およびフ
リーズ状態がある。通常の状態は、時間経過と共に順次生成される断層画像データに基づ
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いて、表示部３２に動画像を表示する動作状態である。
【００２８】
　ソフトフリーズとは、表示部３２には静止画像を表示しながらも、超音波診断装置に指
令が与えられる機能をいい、ソフトフリーズがオンの状態とは、この機能を実行する動作
状態をいう。静止画像としては、ソフトフリーズオン状態に設定されたときに表示されて
いた断層画像、あるいは、それ以前に記憶されていた断層画像が表示される。ソフトフリ
ーズオン状態では探触子１４において超音波の送受信が行われる。探触子１４は被検体１
８から離れた状態とされ、探触子１４の接触面に接触したユーザーの指の状態に応じて超
音波診断装置に指令が与えられる。すなわち、超音波診断装置は、探触子１４の接触面に
接触したユーザの指の状態を超音波の送受信によって検出し、ユーザの指の状態に応じて
動作する。ソフトフリーズオン状態では、探触子１４で超音波の送受信を行うための構成
要素が動作している。この構成要素は、例えば、超音波画像生成部２４、およびＤＳＣ２
６を除いた構成要素である。
【００２９】
　フリーズ状態は、静止画像を表示すると共に、超音波の送受信を行う回路をオフとする
状態である。例えばユーザは、探触子１４を被検体１８に接触させて診断に適した断層画
像が表示部３２に現れたときに、超音波診断装置をフリーズ状態とする。フリーズ状態で
は、探触子１４が被検体１８から離れた状態であっても、超音波診断装置をフリーズ状態
にしたときの断層画像が静止画像として表示部３２に表示される。これによってユーザは
、探触子１４を保持することなく表示部３２に現れた画像を観測することができる。上述
のソフトフリーズオン状態は、超音波の送受信を行うための回路をオンに維持するという
点で、フリーズ状態と異なる。
【００３０】
　通常状態において断層画像を表示する構成および処理について説明する。探触子１４は
、複数の振動素子１６を備えている。複数の振動素子１６は、被検体１８に接触させる面
に沿ってｘ軸方向に配列されている。
【００３１】
　計測に際して、探触子１４は被検体１８の表面に接触した状態とされる。各振動素子１
６は、送信部１２から出力された送信信号に応じて超音波を発生する。送信部１２は、送
受信制御部１０による制御に従い、各振動素子１６に出力する送信信号の遅延時間を調整
し、探触子１４において送信超音波ビームを形成し、さらに、その送信超音波ビームを被
検体１８に対して走査する。送信超音波ビームは、例えば、放射方向をｙ軸正方向に向け
てｘ軸方向に直線状に走査してもよい。また、送信超音波ビームの放射点を探触子１４上
の固定端として、送信超音波ビームを回転走査（セクタ走査）してもよい。
【００３２】
　その他の送受信態様として、探触子１４から被検体１８に平面波が送信されるように、
送信部１２が各振動素子１６に送信信号を出力してもよい。例えば、複数の振動素子１６
が直線状に配列されている場合には、各振動素子１６に出力される送信信号の強度および
出力タイミングを同一とし、各振動素子１６に同一強度の超音波を同時に発生させる。こ
れによって、探触子１４の接触面と平行な波面を有する平面波が発生する。複数の振動素
子１６が直線状に配列されていない場合には、各振動素子１６の位置に応じて、各振動素
子１６に発生させる超音波の強度、または、各振動素子１６に超音波を発生させるタイミ
ングを調整してもよい。
【００３３】
　被検体１８内で反射した超音波が探触子１４の各振動素子１６で受信されると、各振動
素子１６は、受信された超音波に応じた電気信号を受信部２０に出力する。受信部２０は
、送受信制御部１０の制御に従い、各振動素子１６から出力された各信号に対して増幅、
直交検波等の処理を施す。これによって、受信部２０は、複数の振動素子１６に対応する
複数チャネルの受信ベースバンド信号を生成し、整相加算部２２に出力する。
【００３４】
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　整相加算部２２は、ラインデータ生成部として動作し、複数チャネルの受信ベースバン
ド信号を整相加算して、複数の受信超音波ビームに対応する複数の受信ラインデータを生
成する。ｙ軸方向に向けられた送信超音波ビームがｘ軸方向に直線走査される場合、整相
加算部２２は、各送信超音波ビームと同一方向に向けられた各受信超音波ビームを送受信
制御部１０の制御に従って形成し、各受信超音波ビームに対応する受信ラインデータを生
成する。探触子１４から平面波が送信される場合にも、整相加算部２２は同様の複数の受
信ラインデータを生成する。
【００３５】
　すなわち、複数の受信ラインデータは、被検体１８の深さ方向（ｙ軸方向）に向けられ
てｘ軸方向に並ぶ複数の受信ビームラインに対応する。各受信ラインデータは、対応する
受信ビームライン上の各位置（各ｙ座標値）に対して受信データが対応付けられたデータ
である。
【００３６】
　送受信制御部１０、送信部１２、探触子１４、および受信部２０は、断層画像が観測さ
れる観測面に対し超音波ビームの走査を繰り返し行う。整相加算部２２は、繰り返し行わ
れる超音波ビームの走査に対応して、時間経過と共に順次フレームデータを生成し、超音
波画像生成部２４、および操作検出部３０に順次、フレームデータを出力する。
【００３７】
　なお、探触子１４から平面波が送信される場合には、送受信制御部１０、送信部１２、
探触子１４、および受信部２０は、断層画像が観測される観測面に対し、平面波の送信お
よびこれに伴う反射超音波の受信を繰り返し行う。整相加算部２２は、繰り返し行われる
超音波の送受信に対応して、時間経過と共に順次フレームデータを生成する。
【００３８】
　超音波画像生成部２４は、フレームデータに対し、ゲイン補正、ログ圧縮、フィルタ処
理等の視認性を調整する信号処理を施して、縦方向および横方向に配列された複数の画素
を表す断層画像データを生成し、ＤＳＣ２６に出力する。ＤＳＣ２６は、断層画像データ
を、画像表示を行うためのビデオ信号に変換して装置制御部２８に出力する。装置制御部
２８は、ＤＳＣ２６から順次出力された断層画像データに基づく画像を、動画像として表
示部３２に表示させる。
【００３９】
　装置制御部２８は、表示対象となっている断層画像データから過去に遡って所定フレー
ム数の断層画像データをシネメモリ３４に記憶させる。装置制御部２８は、シネメモリ３
４に記憶された各断層画像データに基づく画像を、ユーザの操作に基づいて、静止画像ま
たは動画像として表示部３２に表示してもよい。
【００４０】
　装置制御部２８は、このような表示部３２に表示する画像に関する処理の他、超音波診
断装置の動作状態の設定等、超音波診断装置に対する全体的な制御を行う。装置制御部２
８には、状態設定部４４、表示処理部４８および指令生成部５０を備えている。これらの
構成要素は、装置制御部２８が有する各機能を実行するものであり、例えば、装置制御部
２８が実行するプログラムによって仮想的に構成される。
【００４１】
　状態設定部４４は、装置制御部２８が取得した情報に基づき超音波診断装置の動作状態
を設定する。例えば、通常状態、ソフトフリーズオン状態またはフリーズ状態のいずれか
の状態への設定を行う。表示処理部４８は、装置制御部２８が取得した情報に基づき、超
音波診断装置の動作状態に応じて、画像表示に関する処理を実行する。指令生成部５０は
、装置制御部２８が取得した情報に基づき指令情報を生成する。装置制御部２８は、指令
情報に応じて超音波診断装置を制御する。
【００４２】
　操作検出部３０は、接触領域検出部３８および接触判定部３９を備える。これらの構成
要素は、整相加算部２２から出力されたフレームデータに基づいて、超音波診断装置を制
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御するための情報を装置制御部２８に出力する。各構成要素が実行する処理については、
後述する。
【００４３】
　操作部５２は、ユーザの操作に応じて、超音波診断装置を制御する情報を装置制御部２
８に出力する。操作部５２は、キーボード、マウス、トラックボール等を備えている。装
置制御部２８は、操作部５２から出力された情報に基づいて超音波診断装置を制御する。
【００４４】
（２）ソフトフリーズ
（２－１）ソフトフリーズオン状態の概要
　通常状態またはフリーズ状態からソフトフリーズオン状態への設定は、例えば、操作部
５２におけるユーザの操作によって行われる。すなわち、ユーザによってソフトフリーズ
オン状態に設定するための操作が行われると、装置制御部２８が備える状態設定部４４は
、超音波診断装置をソフトフリーズオン状態に設定する。
【００４５】
　ソフトフリーズオン状態では、表示部３２にフリーズ画像を静止画像として表示するこ
とが可能である。フリーズ画像としては、例えば、シネメモリ３４に記憶された複数フレ
ームの断層画像データのうちいずれかに基づく画像が選択される。その一方で、探触子１
４において超音波が送受信され、受信された超音波に基づく信号に応じて超音波診断装置
に指令が与えられる。これによって、探触子１４の接触面に接触するユーザの指の動きに
応じた指令が超音波診断装置に与えられる。ソフトフリーズオン状態では、シネメモリ３
４に記憶された断層画像データは更新されずに保持されてもよい。
【００４６】
　ソフトフリーズオン状態では探触子１４が被検体１８から離され、探触子１４に接触す
るユーザの指の動きに応じて、例えば、フリーズ画像を表す画像データが記憶部３６に保
存される。また、フリーズ画像の画質の調整や印刷媒体への印刷が行われてもよい。さら
に、フリーズ画像に重ねて、被検体１８の標準的な組織形状を表すボディマークが表示さ
れてもよい。
【００４７】
（２－２）超音波診断装置を操作する原理
　ソフトフリーズオン状態での超音波診断装置の制御は、探触子１４における接触領域に
応じて行われる。接触領域は、探触子１４の接触面にユーザの指が接触している領域であ
り、ｘ軸上の範囲によって表される。
【００４８】
　操作検出部３０が備える接触領域検出部３８は、整相加算部２２から出力されたフレー
ムデータに基づいて、次のような処理によって接触領域のｘ軸上の範囲を表す接触範囲を
求め、接触範囲情報を装置制御部２８に出力する。
【００４９】
　すなわち、接触領域検出部３８は、フレームデータを構成する複数の受信ラインデータ
のそれぞれについて受信強度を求める。受信強度は、例えば、受信ビームライン上の各デ
ータ値の絶対値または自乗値を加算合計した値として定義される。探触子１４の近傍では
、超音波の多重反射によって信頼性のあるデータ値が得られ難いため、探触子１４から所
定の距離以内のデータ値を受信強度の算出から除外してもよい。
【００５０】
　接触領域検出部３８は、複数の受信ビームラインのうち、受信強度が所定の受信閾値以
上となるものが占める受信ビームラインのｘ座標値の範囲を接触範囲として求める。図２
には、ｘ座標範囲ｘ１～ｘ２０に位置する受信ビームラインｘ１～ｘ２０についての受信
強度が示されている。この図は、説明の便宜上、受信ビームラインの数を少なくして受信
強度を概念的に表したものである。実際には、より多くの受信ビームラインが形成されて
もよい。受信強度が受信閾値ＲＴ以上となる受信ビームラインは、受信ビームラインｘ５
～ｘ１５である。この場合、接触領域検出部３８は、ｘ座標範囲ｘ５～ｘ１５を接触範囲
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として求める。
【００５１】
　図３（ａ）には探触子１４の接触面５６にユーザの指５４が接触した状態が示されてい
る。図３（ｂ）にはｘ軸と受信強度Ｒとを対応付けた受信強度分布が示されている。図３
（ｂ）には、図２に示される受信強度分布よりも受信ビームラインが多く、ｘ軸方向につ
いてより高い分解能で受信強度分布が示されている。Ｘ１≦ｘ≦Ｘ２の範囲で受信強度が
受信閾値ＲＴ以上となっており、ｘ座標値がＸ１以上でＸ２以下の範囲が接触範囲として
求められる。図１の接触領域検出部３８が装置制御部２８に出力する接触範囲情報は、接
触領域の範囲の下限値Ｘ１および上限値Ｘ２を含んでいる。
【００５２】
　接触領域検出部３８は、整相加算部２２から時間経過と共に順次出力される各フレーム
データについて接触範囲を求め、順次、装置制御部２８に接触範囲情報を出力する。装置
制御部２８が備える指令生成部５０は、時間経過と共に順次、接触領域検出部３８から出
力された接触範囲情報のそれぞれについて次のような処理を実行する。すなわち、指令生
成部５０は、接触範囲情報に含まれる下限値Ｘ１および上限値Ｘ２に基づいて、中点位置
座標Ｘおよび接触幅Ｙを求める。中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙは、それぞれ、（数１）
および（数２）のように定義される。
【００５３】
　（数１）Ｘ＝（Ｘ２＋Ｘ１）／２
　（数２）Ｙ＝Ｘ２－Ｘ１
【００５４】
　中点位置座標Ｘは、ｘ軸上において下限値Ｘ１から上限値Ｘ２に至る線分の中点のｘ軸
座標を示し、接触幅Ｙは、接触領域のｘ軸方向の長さを示す。図４（ａ）～（ｃ）には、
ユーザの指５４が、時間経過と共により強く探触子１４の接触面５６を押下する様子が示
されている。図４（ｂ）には図４（ａ）よりも後の状態が示されており、図４（ｃ）には
図４（ｂ）よりも後の状態が示されている。これらの図に示されているように接触幅Ｙは
時間経過と共に増加する。したがって、横軸に時間をとり、縦軸に接触幅Ｙをとった時間
プロファイルは、図５に概念的に示されているように時間の増加に対して単調増加する特
性となる。
【００５５】
　また、図６（ａ）～（ｃ）には、ユーザの指５４が、探触子１４の接触面５６に接触し
ながら時間経過と共にｚ軸正方向に移動する様子が示されている。図６（ｂ）には図６（
ａ）よりも後の状態が示されており、図６（ｃ）には図６（ｂ）よりも後の状態が示され
ている。これらの図に示されているように接触幅Ｙは時間経過と共に増加する。したがっ
て、横軸に時間をとり、縦軸に接触幅Ｙをとった場合の特性である時間プロファイルは、
図５と同様、時間の増加に対して単調増加する特性となる。
【００５６】
　図１に戻って説明する。装置制御部２８が備える指令生成部５０は、接触領域検出部３
８から順次出力される接触範囲情報を用いた後述の処理に基づいて、超音波診断装置に対
する指令情報を生成する。指令情報は、ソフトフリーズオン状態にある超音波診断装置を
装置制御部２８が制御するための指令である。指令情報には、例えば、シネメモリ３４に
記憶されている画像データを読み出し、その画像データに基づく画像を表示させる指令、
フリーズ画像を印刷させる指令、フリーズ画像を示すデータを記憶部３６に記憶させる指
令等がある。装置制御部２８は、指令生成部５０によって求められた指令情報に応じて超
音波診断装置を制御する。以下では、指令生成部５０が指令情報を求める処理について説
明する。
【００５７】
　指令生成部５０は、接触領域検出部３８から時間経過と共に順次出力される接触範囲情
報のそれぞれに基づいて、中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙの各時間プロファイルを求める
。各時間プロファイルは、例えば、所定時間だけ過去に遡った期間内に接触領域検出部３
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８から出力された接触範囲情報に基づいて求められる。中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙの
時間プロファイルは、予め定められた一定の時間長となるように規格化されてもよい。例
えば、中点位置座標Ｘの時間プロファイルの時間長がＬである場合には、中点位置座標Ｘ
の時間プロファイルを時間軸方向にＬ分の１倍したものを、規格化された新たな中点位置
座標Ｘの時間プロファイルとしてもよい。
【００５８】
　記憶部３６には、中点位置座標Ｘの時間プロファイルについて予め定められた複数種の
時間プロファイルのパターン（中点位置変化パターン）が記憶されており、各中点位置変
化パターンに対して指令情報が対応付けて記憶されている。指令生成部５０は、記憶部３
６を参照し、中点位置座標Ｘの時間プロファイルと、複数種の中点位置変化パターンのう
ちの１つの中点位置変化パターンとの近似度が所定条件を満たす場合には、その中点位置
変化パターンに対応付けられた指令情報を記憶部３６から取得する。ここで、近似度は、
例えば、中点位置座標Ｘの時間プロファイルと、中点位置変化パターンとの相関値として
定義される。近似度が所定条件を満たす場合として、例えば、相関値が所定の閾値以上と
なる場合がある。
【００５９】
　同様に、記憶部３６には、接触幅Ｙの時間プロファイルについて予め定められた複数種
の時間プロファイルのパターン（接触幅変化パターン）が記憶されており、各接触幅変化
パターンに対して指令情報が対応付けて記憶されている。指令生成部５０は、記憶部３６
を参照し、接触幅Ｙの時間プロファイルと、複数種の接触幅変化パターンのうちの１つの
接触幅変化パターンとの近似度を求め、この近似度が所定条件を満たす場合には、その接
触幅変化パターンに対応付けられた指令情報を記憶部３６から取得する。
【００６０】
　記憶部３６には、指令生成部５０が参照する情報として、中点位置変化パターンと接触
幅変化パターンとの組み合わせについて、指令情報を対応付けた情報が記憶されていても
よい。この場合、中点位置座標Ｘの時間プロファイルおよび接触幅Ｙの時間プロファイル
と、予め定められた組み合わせをなす中点位置変化パターンおよび接触幅変化パターンと
の近似度が所定条件を満たす場合に、指令生成部５０は、その接触幅変化パターンと中点
位置変化パターンの組み合わせに対して対応付けられた指令情報を記憶部３６から取得す
る。
【００６１】
　また、指令生成部５０は、ＸＹ平面上の操作点（Ｘ，Ｙ）が時間経過と共に描く操作軌
跡と、予め定められた複数種の基準軌跡のいずれかとの近似度が所定条件を満たす場合に
、その基準軌跡に対応付けられた指令情報を求めてもよい。ここで、基準軌跡とは、ＸＹ
平面上に定義された線状の図形をいう。近似度は、例えば、操作軌跡と基準軌跡との２次
元相関値として定義される。この場合、記憶部３６には、複数種の基準軌跡を表すデータ
が記憶され、各基準軌跡に対して指令情報が対応付けて記憶される。
【００６２】
　指令生成部５０は、記憶部３６を参照し、操作軌跡と各基準軌跡との近似度を求める。
複数種の基準軌跡のうち近似度が所定の条件を満たすものがある場合、指令生成部５０は
、記憶部３６を参照し、その所定の条件を満たす基準軌跡に対応する指令情報を取得する
。
【００６３】
　図７（ａ）には、ユーザの指５４が、探触子１４の接触面５６に接触しながら時間経過
と共にｘ軸正方向かつｚ軸正方向に移動する様子が示されている。図７（ａ）の矢印５８
に示されているように、時間ｔ＝ｔ０において中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙは、それぞ
れ、Ｘ＝ＸａおよびＹ＝Ｙａである。その後の時間ｔ＝ｔ１において中点位置座標Ｘおよ
び接触幅Ｙは、それぞれ、Ｘ＝ＸｂおよびＹ＝Ｙｂである。Ｘａ＜ＸｂおよびＹａ＜Ｙｂ
の関係があるため、操作軌跡は図７（ｂ）に示されているように時間経過と共に右上に伸
びる軌跡となる。
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【００６４】
　図８（ａ）には、ユーザの指５４が、探触子１４の接触面５６を押下する力を時間経過
と共に弱めながらｘ軸正方向に移動する様子が示されている。図８（ａ）の矢印６０に示
されているように、時間ｔ＝ｔ０において中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙは、それぞれ、
Ｘ＝ＸａおよびＹ＝Ｙａである。その後の時間ｔ＝ｔ１において中点位置座標Ｘおよび接
触幅Ｙは、それぞれ、Ｘ＝ＸｂおよびＹ＝Ｙｂである。Ｘａ＜ＸｂおよびＹａ＞Ｙｂの関
係があるため、操作軌跡は図８（ｂ）に示されているように時間経過と共に右下に伸びる
軌跡となる。
【００６５】
　指令生成部５０は、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸ、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹ、ま
たは、これらの組み合わせに基づいて指令情報を生成してもよい。中点位置座標Ｘの時間
変化率ＤＸは、例えば、１フレーム時間間隔当たりに中点位置座標Ｘが変化した値として
定義され、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹは１フレーム時間間隔当たりに接触幅Ｙが変化した
値として定義される。この場合、記憶部３６には、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸ、接
触幅Ｙの時間変化率ＤＹ、または、これらの組み合わせに対して指令情報が対応付けて記
憶される。
【００６６】
　指令生成部５０は、１フレーム時間間隔で接触領域検出部３８から接触範囲情報が出力
されるごとに中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸ、および、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹを求
める。指令生成部５０は記憶部３６を参照し、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸ、接触幅
Ｙの時間変化率ＤＹ、または、これらの組み合わせに対応付けられた指令情報を取得する
。
【００６７】
　装置制御部２８は、指令生成部５０によって求められた指令情報に基づく動作が行われ
るよう、超音波診断装置を制御する。指令情報としては、表示部３２に表示されたカーソ
ル、ボタン等の操作を指令する情報等がある。
　例えば、図９に示されているように、探触子１４の接触面５６に指５４が接触し、矢印
６２に示されているように指５４が接触面５６を押下または解放する動きに対して、カー
ソルの上下方向の移動が対応付けられる。この場合、例えば、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹ
に対して、カーソルの上下方向の移動についての指令情報が対応付けられる。これによっ
て、ユーザの指５４が接触面５６を押下または解放する動きに応じてカーソルが上下方向
に移動する。
【００６８】
　また、図９の矢印６２に示されている指５４の動きに対して、ボタンの選択、ボタンの
押下、ボタンの解除等の指令情報が対応付けられてもよい。この場合、例えば、中点位置
座標Ｘがほぼ一定であり、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸと０との相違が所定範囲内で
あるという条件の下、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹに対してボタンの選択、ボタンの押下、
ボタンの解除、ドラッグ対象の図形の選択等についての指令情報が対応付けられる。これ
によって、ユーザの指５４が接触面５６を押下または解放する動きに応じてボタンの選択
、ボタンの押下、ボタンの解除等が行われる。
【００６９】
　さらに、図９の矢印６４に示されているように、探触子１４の接触面５６に指５４が接
触し、その指がｘ軸方向に移動する動きに対してカーソルの左右方向への移動、選択され
た図形のドラッグ等の指令情報が対応付けられてもよい。この場合、例えば、中点位置座
標Ｘの時間変化率ＤＸに対して、カーソルを左右方向に移動させる指令情報が対応付けら
れる。これによって、ユーザの指５４が接触面５６上をｘ軸方向に滑る動きに応じてカー
ソルが左右方向に移動する。
【００７０】
（２－３）超音波診断装置の操作の具体例
　図１０には、超音波診断装置がソフトフリーズオン状態に設定されたときに、表示部３
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２に表示される画像の例が示されている。表示部３２には、フリーズ画像６６と共に、５
つのボタン６８およびシネメモリバー７０が表示されている。５つのボタン６８には、そ
れぞれ、「静止画保存」、「動画保存」、「ボディマーク」、「ゲイン」、「フリーズＯ
ＦＦ」と表示されている。カーソル７２をいずれかのボタン６８の位置まで移動させる指
令情報に続き、そのボタン６８を押下する指令情報が装置制御部２８で生成されるように
、ユーザが探触子上で指を動かすことで、そのボタン６８に割り当てられた機能が実行さ
れる。例えば、「静止画保存」のボタンが押下されるようにユーザが探触子上で指を動か
すと、装置制御部２８は、フリーズ画像６６を表す画像データを、日付、時刻、画像ファ
イル名等、その静止画像を管理するための情報を付加した上で記憶部３６に記憶させる。
「動画保存」のボタンが押下されるようにユーザが探触子上で指を動かすと、装置制御部
２８は、シネメモリ３４に記憶されている複数フレームの断層画像データを動画像データ
として記憶部３６に記憶させる。この際、動画像データには、動画像を管理するための情
報が付加される。このように過去の動画像データを保存する処理は、一般にレトロスペク
ティブと称される。また、次のような将来の動画像データを保存する処理が実行されても
よい。すなわち、「動画保存」のボタンが押下されるようにユーザが探触子上で指を動か
すと、装置制御部２８は、超音波診断装置の状態をソフトフリーズオン状態から通常状態
に設定する。そして、時間経過と共に順次生成される断層画像データを、所定の複数フレ
ームに亘って記憶部３６に記憶する。このように将来の動画像データを保存する処理は、
一般にプロスペクティブと称される。「ボディマーク」のボタンが押下されるようにユー
ザが探触子上で指を動かすと、装置制御部２８は、ボディマーク表示領域７４にボディマ
ークを表示する。ボディマークは、乳房部、腕等について被検体の標準的な組織形状を表
す。超音波診断装置は、ユーザの操作に応じて、探触子の位置を示す図形をボディマーク
と共に表示してもよい。「ゲイン」のボタンが押下されるようにユーザが探触子上で指を
動かすと、装置制御部２８は、ゲイン（画像の明るさ）が調整可能な状態に超音波診断装
置の状態を設定する。「フリーズＯＦＦ」のボタンが押下されるようにユーザが探触子上
で指を動かすと、装置制御部２８は、超音波診断装置の状態をソフトフリーズオン状態か
ら通常状態に切り換える。
【００７１】
　左右に直線状に伸びるシネメモリバー７０は、シネメモリ３４に記憶された複数フレー
ムの断層画像データのうちいずれかを選択し、選択された断層画像を静止画像として表示
させるための領域である。装置制御部２８は、シネメモリバー７０およびカーソル７２を
用いた操作が行われるように、ユーザが探触子上で指を動かすことで、次のように超音波
診断装置を動作させる。すなわち、カーソル７２をシネメモリバー７０の上に位置させる
と、シネメモリバー７０が選択される。その状態でカーソル７２をシネメモリバー７０上
の右端に位置させるとフリーズ画像６６が表示される。カーソル７２をシネメモリバー７
０に沿って左に移動させていくと、過去に遡って１フレームずつ順次、断層画像データに
基づく画像が入れ替わりながら表示される。カーソル７２をシネメモリバー７０に沿って
右に移動させていくと、過去から未来（フリーズ画像が得られた時）に向かって１フレー
ムずつ順次、断層画像データに基づく画像が入れ替わりながら表示される。カーソル７２
の動きが静止すると、カーソル７２が静止した位置に対応する断層画像データに基づく画
像が表示される。図１０における「２４５／２５０」という表示は、シネメモリ３４に２
５０フレームの断層画像データが記憶されており、古い方から数えて２４５番目の断層画
像が表示されていることを示す。
【００７２】
　図１１には、ボディマーク表示領域７４に表示される乳房部のボディマークの例が示さ
れている。図１１（ａ）に示されているカーソル７６が移動するようにユーザが探触子上
で指を動かすことによって、図１１（ｂ）に示されているようにカーソル７６がボディマ
ーク表示領域７４の枠に接すると、ボディマークは図１１（ａ）に示されているマークか
ら図１１（ｂ）に示されているマークに切り替えられる。
【００７３】
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（２－４）指の離脱に応じた制御
　上記では、探触子の接触面に接触したユーザの指の動きに応じて超音波診断装置を制御
する処理について説明した。このような処理の他、ユーザの指が探触子から離れる動きに
応じて超音波診断装置を制御する処理を実行してもよい。
【００７４】
　図１に示される操作検出部３０が備える接触判定部３９は、ユーザの指が探触子１４の
接触面に接触しているか否かを判定する。ユーザの指が探触子１４に接触しているか否か
の判定は、整相加算部２２から出力されたフレームデータと基準フレームデータとの相関
値に基づいて行われる。基準フレームデータは、指が探触子１４の接触面から離れている
場合におけるフレームデータに相当し、予め接触判定部３９に記憶されている。
【００７５】
　基準フレームデータを概念的に白黒画像で表した場合、図１２に示されているように、
探触子近傍に多重エコーを表す濃淡の縞が現れる。接触判定部３９は、フレームデータと
基準フレームデータとの相関値を求める。接触判定部３９は、相関値が所定の非接触閾値
未満の値から非接触閾値以上の値となったときに、指が探触子１４から離れている旨の非
接触判定をし、その旨を示す非接触情報を装置制御部２８に出力する。
【００７６】
　なお、基準フレームデータは、異なる複数の計測条件のそれぞれについて接触判定部３
９に記憶されていてもよい。計測条件には、例えば、受信部２０におけるゲイン、超音波
の周波数、フォーカス深度（焦点位置）等がある。この場合、接触判定部３９は、記憶さ
れた複数の基準フレームデータのうち、判定対象のフレームデータの計測条件に対応する
基準フレームデータを選択し、判定に用いる。また、超音波診断装置は、探触子１４が被
検体１８から離れた状態でフレームデータを生成することで基準フレームデータを生成し
、接触判定部３９に記憶させるキャリブレーションを実行してもよい。
【００７７】
　また、装置制御部２８における指令生成部５０は、接触判定部３９から非接触情報が出
力されたときに、ボタンの押下、解除等の予め定められた指令情報を生成してもよい。こ
れによって、ユーザの指が探触子１４の接触面から離れる動きに応じて、装置制御部２８
は超音波診断装置に対して所定の指令を与える。
【００７８】
　指令生成部５０は、接触判定部３９から所定時間内に所定回数だけ非接触情報が出力さ
れたときに、ボタンの押下、解除等の予め定められた指令情報を生成してもよい。これに
よって、ユーザの指が探触子１４を所定時間内に所定回数だけ軽く叩く動き（タップ）に
応じて、装置制御部２８は超音波診断装置に対して所定の指令を与える。
【００７９】
　装置制御部２８は、中点位置座標Ｘおよび接触幅Ｙと、非接触情報との組み合わせに応
じて、図１３に示されるようなスライド操作に基づく制御を実行してもよい。すなわち、
指５４を探触子１４の接触面５６上でｘ軸方向にスライドさせた後（Ｓ１）、指５４を探
触子１４から離して接触面５６上の元の位置に接触させ（Ｓ２）、再び指５４をｘ軸方向
にスライドさせる操作が繰り返されることに応じて、表示部に表示されたカーソルを継続
的に移動させる制御を実行してもよい。
【００８０】
　この場合、装置制御部２８は、例えば、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸが所定値以上
となったことが検出されたときに時間変化率ＤＸに応じてカーソルを移動させる。それに
引き続いて接触判定部３９から非接触情報が出力されたことが検出された場合に、装置制
御部２８はカーソルを停止し、再び、中点位置座標Ｘの時間変化率ＤＸが所定値以上とな
ったときに、時間変化率ＤＸに応じてカーソルを再び動かす。これによって、トラックボ
ールやマウスによってカーソルを動かす操作と同様の操作が、探触子１４の接触面に接触
する指によって行われる。このような操作では、装置制御部２８は、中点位置座標Ｘの時
間変化率ＤＸが大きい程、カーソルの動きが速くなるような処理を実行してもよい。
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【００８１】
（２－５）指の静止に応じた制御
　装置制御部２８は、ユーザの指が探触子１４の接触面上で所定の時間に亘って静止した
ことに応じて超音波診断装置を制御してもよい。指令生成部５０は、中点位置座標Ｘの時
間変化率ＤＸ、および、接触幅Ｙの時間変化率ＤＹに基づいて、ユーザの指が探触子１４
の接触面上で所定時間以上静止したか否かを判定する。指令生成部５０は、静止判定部と
しての機能を有し、ユーザの指が所定時間以上静止したときは、その旨の静止判定をする
。記憶部３６には、静止判定に対応する指令情報が予め記憶されている。指令生成部５０
は、静止判定がされたときは記憶部３６を参照して指令情報を取得し、装置制御部２８は
、その指令情報に応じて超音波診断装置を制御する。
【００８２】
　なお、整相加算部２２から時間変化と共に順次出力されるフレームデータに基づいて、
ユーザの指が探触子１４の接触面上で静止したか否かを判定してもよい。この場合、図１
４に示されているように、操作検出部３０には、フレーム間相関演算部４０が設けられる
。整相加算部２２からは、時間変化と共に順次、フレーム間相関演算部４０にフレームデ
ータが出力される。フレーム間相関演算部４０は、最新のフレームデータと、１フレーム
前のフレームデータとの相関値を求め、このフレーム間相関値を装置制御部２８に出力す
る。指令生成部５０は、フレーム間相関演算部４０がフレーム間相関値を出力するごとに
、フレーム間相関値が過去に遡って所定時間の間閾値未満であったか否かを判定する。そ
して、フレーム間相関値が過去に遡って所定時間の間閾値未満である場合には、その旨の
静止判定をする。
【００８３】
　図１および図１４に示されている装置制御部２８は、静止判定および非接触判定の組み
合わせに基づいて、超音波診断装置を制御してもよい。例えば、静止判定に続き非接触判
定がされたこと（静止・非接触判定がされたこと）に応じて、ボタンの選択、ボタンの押
下、ボタンの解除等の指令情報を実行してもよい。記憶部３６には、静止・非接触判定が
されたことに対する指令情報が対応付けられている。指令生成部５０は、静止・非接触判
定がされたときは、記憶部３６を参照して指令情報を取得し、装置制御部２８は、その指
令情報に応じて超音波診断装置を制御する。
【００８４】
　上記では、探触子１４の接触面に接触したユーザの指の動きに応じて、ソフトフリーズ
オン状態にある超音波診断装置を制御する処理について説明した。この処理は、通常状態
において実行してもよい。例えば、静止・非接触判定がなされたことに応じて、通常状態
からソフトフリーズオン状態に切り換える処理を実行してもよい。これによって、ユーザ
が指を所定時間だけ探触子１４の接触面に接触させて静止させた後、指を探触子１４から
離すという簡単な操作で、超音波診断装置の動作状態が通常状態からソフトフリーズオン
状態に設定される。また、所望の操作を行うに際して、指を探触子１４の接触面上で静止
させ、さらに、指を探触子１４から離すという２つの操作が必要となるため、誤った操作
が行われる可能性が低くなる。
【００８５】
（２－６）複数の指による超音波診断装置の操作
　また、上記では、Ｘ１≦ｘ≦Ｘ２を満たすｘの範囲で表される接触領域のように、１つ
の接触領域が検出される例について説明した。検出される接触領域は２つ以上であっても
よい。例えば、指令生成部５０は、Ｘ１≦ｘ≦Ｘ２を満たすｘの範囲で表される第１の接
触領域と、Ｘ３≦ｘ≦Ｘ４を満たすｘの範囲で表される第２の接触領域に応じて、指令情
報を求めてもよい。
【００８６】
　例えば、第１の接触領域および第２の接触領域の２つの接触領域が検出されたことに対
して指令情報が求められてよい。また、第１の接触領域の中点位置座標と、第２の接触領
域の中点位置座標の距離またはその時間変化に対応して指令情報が求められてもよい。
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【００８７】
　これによって、図１５に示されているように、２本の指５４が探触子１４の接触面５６
をタップし、２本の指５４が探触子１４の接触面５６に接触することで、装置制御部２８
における表示処理部４８は、表示部３２に表示される画像を拡大表示する状態となる。表
示処理部４８は、２本の指５４が探触子１４の接触面５６に接触した状態で、２本の指５
４の間の距離が変化したことに応じて、画像を拡大しまたは縮小してもよい。例えば、２
本の指５４の間の距離が広げられたときは画像を拡大し、２本の指５４の間の距離が狭め
れたときは画像を縮小してもよい。
【００８８】
　また、２本の指５４が探触子１４の接触面５６をタップして、２本の指が探触子１４の
接触面５６に接触することで、装置制御部２８は、画像を表示する際のゲインを変化させ
る状態となる。２本の指５４が探触子１４の接触領域に接触した状態で、２本の指５４の
間の距離が変化したことに応じて、表示処理部４８はゲインを増加させまたは減少させて
もよい。例えば、２本の指５４の間の距離が広げられたときはゲインを増加させ、２本の
指５４の間の距離が狭めれたときはゲインを減少させてもよい。
【００８９】
（３）その他の変形例
　上記では、接触領域検出部３８が、複数の受信ビームラインのうち、受信強度が所定の
受信閾値以上となるｘ座標値の範囲を接触範囲として求める処理について説明した。この
ような処理の他、接触領域検出部３８は、各受信ラインデータと基準ラインデータとの相
関値を求め、相関値が所定閾値未満となるｘ座標値の範囲を、接触範囲として求める処理
を実行してもよい。基準ラインデータは、探触子１４が被検体１８から離れている場合に
おける受信ラインデータに相当し、予め接触判定部３９に記憶されている。
【００９０】
　図１６には、各受信ラインデータと基準ラインデータとの相関値に基づいて接触範囲を
求める処理が概念的に示されている。フレームデータにおけるＸα≦ｘ≦Ｘβの範囲には
、ユーザの指５４のエコー像８２が現れている。一方、ｘ＜Ｘαおよびｘ＞Ｘβの範囲に
は、探触子１４の接触面５６が解放されていることに基づく多重エコーが現れている。フ
レームデータについては、各受信ラインデータ８４と基準ラインデータ８６との相関値が
求められる。そして、相関値が所定閾値未満となるｘ座標値の範囲が接触範囲として求め
られる。図１６に示されている例では、Ｘα≦ｘ≦Ｘβの範囲が接触範囲として求められ
る。
【００９１】
　なお、上記では、ユーザの指によって超音波診断装置を操作する実施形態について説明
した。ユーザの指に換えて超音波を反射する材料で形成された操作ツールによって、超音
波診断装置を操作してもよい。すなわち、指、超音波反射部材等の物体によって超音波診
断装置を操作してもよい。
【００９２】
　上記では、操作検出部３０が、整相加算部２２から出力されるフレームデータに基づい
て、探触子１４に接触する物体の状態に関する情報を生成し、装置制御部２８に出力する
実施形態について説明した。操作検出部３０は、受信された超音波に基づいて超音波診断
装置内で生成されるその他の受信信号に基づく処理を実行してもよい。例えば、整相加算
部２２から出力されるフレームデータに代えて、超音波画像生成部２４から出力される断
層画像データ、あるいはＤＳＣ２６から出力されるビデオ信号が、操作検出部３０で用い
られてもよい。
【符号の説明】
【００９３】
　１０　送受信制御部、１２　送信部、１４　探触子、１６　振動素子、１８　被検体、
２０　受信部、２２　整相加算部、２４　超音波画像生成部、２６　ディジタルスキャン
コンバータ（ＤＳＣ）、２８　装置制御部、３０　操作検出部、４４　状態設定部、４８
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　表示処理部、５０　指令生成部、３２　表示部、３４　シネメモリ、３６　記憶部、３
８　接触領域検出部、３９　接触判定部、４０　フレーム間相関演算部、５４　指、５６
　接触面、６６　フリーズ画像、６８　ボタン、７０　シネメモリバー。

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(20) JP 2017-217336 A 2017.12.14

【図１５】 【図１６】
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